
自動車通勤多数

事業者名 中分類業種 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置 R6 R7 R8 取組措置

　アイリスオーヤマ株式会社 プラスチック製品製造業 ー ー ー 当該地域において、自家用車通勤なくしては厳しい状況であ
り、実現性に乏しい目標設定は控えたい。

ー ー ー シフト勤務や残業等により、通勤時間帯が多岐にわた
ることと、最寄り駅がローカル線につき便利さに欠ける。

ー ー ー 特に実施していない ー ー ー 特に実施していない ー ー ー 近隣に住居を構える者以外は現実的に困難。 ○ ー ー 屋根付駐輪場を設置済。 ー ー ー 特になし ー ー ー 特になし ー ー ー 予定なし ー ー ー 予定なし ー ー ー 予定なし ー ー ー モノを扱う工場においては、効果は望めない。 ー ー ー 予定なし ー ー ー 予定なし ー ー ー 予定なし ー ー ー 特になし ー ー ー 特になし ー ー ー 特になし ○ ー ー シフト勤務や各自の事情に対応した勤務体制になっている。 ー ー ー ー ー ー

　株式会社エー・アンド・デイ 電気機械器具製造業 ー ー ー ○ ○ ○ 路線バスの時刻表を社内のグループウェアに掲載。送
迎バス乗り場の看板に路線バスの時刻表を表示。

○ ○ ○ 最寄り駅からの送迎バスの運行を実施。 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 屋根・スタンド付きの駐輪場を整備し、自転車通勤が
しやすい環境を整える。

ー ー ー ○ ○ ○ 通勤手当支給（片道1㎞以上）により自転車利用促進。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　エナジーウィズ株式会社 電気機械器具製造業 ○ ○ ○ ・電車通勤奨励、近隣車通勤規制、エコドライブ奨励 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ・通勤経路危険ポテンシャル冊子等の作成 ○ ○ ○ ・事業所の従業員用出入口横に屋根付き駐輪場設置 ○ ○ ○ ・更衣室に個人ロッカー設置、上下作業服の支給 ー ー ー ○ ○ ○ ・通勤距離2ｋｍ以下のマイカー通勤を規制 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ・在宅勤務者の募集 ー ー ー ○ ○ ○ ・エコドライブ紹介資料のメール配信 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・各メーカーの紹介車制度 ○ ○ ○ ・通勤距離査定による通勤燃料費支給 ー ー ー ○ ○ ○ ・出勤8：00退勤16：30と近隣企業より30分早目設定、間接部門のフレックス
タイム制

ー ー ー ー ー ー

　沖電気工業株式会社 情報通信機械器具製造業 ○ ○ ○

年２回行っている道路交通法講習会への受講者に対しての
み、駐車場の利用を許可している。
近郊３ｋｍ以内の通勤者に対しては、マイカー通勤以外での
通勤手段をお願いしている。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
屋根付き駐輪場を設置し、より多くの従業員が利用で
きるよう、定期清掃や空気入れ等備品の点検を実施
している。

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 駐車場利用許可基準を３km圏内は原則禁止としてい
る。

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
業務上テレワーク勤務が可能な職種、担当者については、テレワークを活
用するよう通達している。本体制がスムーズに行えるよう、リモートでの業
務環境を整備し利用を働きかけている。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 通勤時の渋滞を回避するために、時差出勤利用を可能にしている。 ー ー ー ー ー ー

　キヤノン・コンポーネンツ株式会社 電子部品・デバイス・電子
回路製造業

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 従業員駐車場にアイドリングストップの看板掲示 ー ー ー

　キヤノン電子株式会社　美里事業所 電気機械器具製造業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ヘルメットの推進、傘さし運転禁止 ○ ○ ○ 屋根付きの従業員用駐輪場の設置（３０台） ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 通勤距離２ｋｍ以上に限って、自家用車及びバイク通勤
を許可

○ ○ ○ 従業員用駐車場の有料化を実施。 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
エコライフＤＡＹへの参加等による啓発。
構内駐車場のアイドリング禁止/構内走行車両の速度制限実
施（２０㎞/時）

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ オンライン会議を推進することで、自動車による
拠点間移動を削減している。

○ ○ ○ 拠点間移動や出張する際は、乗り合わせを行い自動車の
利用台数を削減する。

　キヤノン電子株式会社　秩父事業所 電気機械器具製造業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 屋根付きの従業員用駐輪場の設置（１００台） ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 通勤距離２ｋｍ以上に限って、自家用車及びバイク通勤
を許可。

ー ー ー ○ ○ ○ 従業員用駐車場の有料化を実施。 ー ー ー ○ ○ ○ リモート会議を推進することで、自動車による拠点間移動を削減している。 ー ー ー エコドライブの推進 ○ ○ ○

春・秋の交通安全月間の立て看板設置による啓蒙活動を実
施。
構内駐車場のアイドリング禁止。/構内走行車両の速度制限
実施（２０ｋｍ／時）

従業員の通勤車両に関する低燃費車利用促進 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ その他の必要な取組（注）

　株式会社鷺宮製作所 電気機械器具製造業 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ ３経路に送迎バスを運行 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 駐輪場の使用状況等について、総務課で管理してい
る。

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
許可基準として、1.5km圏内の車通勤を原則禁止として
いる。通勤許可基準のひとつとして、社内における交通
安全講習会参加を義務化している。

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ コロナ禍をきっかけに在宅勤務制度を整備した。また、TV会議やTeamsな
どを使ったリモート会議導入により事業所間の移動が減少した。

ー ー ー ○ ○ ○ 社内における交通安全講習会等で車両委員会が啓発活動を実
施している。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ オフピーク通勤による通勤負担軽減を目的とした、時差勤務の利用を可とし
ている。

ー ー ー ー ー ー

　株式会社タムラ製作所 電子部品・デバイス・電子
回路製造業

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 当事業所が所属する工業団地内での無
料共同送迎バス運行

○ ○ ○
テレワーク増加により公共交通機関交
通費を定期代支給から日割り支給に
変更

○ ○ ○ 自転車通勤者向け交通安全講習の実施 ○ ○ ○ 登録制駐輪場の維持管理 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 任意保険契約条件の強化（「使用目的」「無保険車傷
害」）

○ ○ ○ 従業員用駐車場の有料化、社外駐車場
の削減

ー ー ー ○ ○ ○ テレワーク制度実施中 ー ー ー ○ ○ ○ ドライブレコーダーによる急発進等の検知、該当者への連絡 ○ ○ ○ 交通安全講習会年1回実施 ー ー ー ○ ○ ○ EV車通勤者にもガソリン車相当の交通費を支給 ○ ○ ○ 社有車用設置あり、緊急時は従業員も使
用可

ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　株式会社秩父富士 電気機械器具製造業 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 駐輪場・バイク置き場の整備を行い利用しやすい環
境を作り、利用拡大を推進する

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 交通安全啓発活動として資料としてセーフティーメッセージを毎
週配布し周知を行う

○ ○ ○ 交通安全講習会での映像教育や教育資料配布を行い定着
を促進する

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　株式会社 椿本チエイン　埼玉工場 生産用機械器具製造業 ー ー ー ○ ○ ○ 徒歩通勤者や来場者に対し、バス運行表をHP上に公
開

ー ー ー ○ ○ ○ 工場敷地内にバス停を設置（屋根ベ
ンチ有）

○ ○ ○ 通勤ルールとして自転車の安全利用を指導 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 市の実施している「ノーカーデー」に参加協力 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 駐車場内アイドリングストップ ○ ○ ○ 自社製充電設備の実証実験中（4基設置）

　日本信号株式会社　久喜事業所 電気機械器具製造業 ー ○ ○ 通勤に係わるCO2排出量を見える化し、自主的な削減を促
す。「じぶんごとプラネット」等のアプリを利用する。

ー ○ ○ 送迎バスと公共交通機関の接続時刻表を配布 ○ ○ ○ JR/東武　久喜駅、JR　新白岡駅より、30
往復程度の送迎バスを運行

ー ー ー ○ ○ ○ 自転車通勤者に、自転車保険の加入を義務付け ○ ○ ○ 建物毎に屋根付き駐輪場を設置 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ テレワーク、リモート会議、オンライン社内講習等を導入 ー ー ー ○ ○ ○ 安全運転講習(通勤者、社有車運転者)時に、エコドライブにつ
いても説明

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 通勤交通費は、車種によらず、距離に応じた燃料代を支給（電気自
動車による通勤者にも支給）

○ ○ ○ 充電設備を設置（会社保有の電気自動車
だけでなく、従業員も無料で使用可能）

ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　日本精工株式会社 はん用機械器具製造業 ○ ○ ○ 通勤距離 １．５Ｋｍ未満は,交通費の支給対象外としている ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 自転車保険への加入を義務とする ○ ○ ○ 駐輪場を守衛所付近へ集約、駐輪スペースを確保 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 社内システムにてテレワーク・リモート会議の体制導入済 ー ー ー ― ― ― ー ー ー ー ー ー ー ー ー ― ― ― ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　日本電波工業株式会社 電気機械器具製造業 ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
フレックス勤務制度利用促進のため、送
迎バスは出勤時４便、昼送迎１便、退勤
時５便運行している。

○ ○ ○
車両通勤から電車・バス・自転車・徒
歩通勤に変更した社員に社内ポイント
を付与する。

○ ○ ○ 年に１回、自転車利用者向けの講習会を開催している。 ○ ○ ○ 年に１回、放置自転車の撤去を行い、駐輪場を維持
管理している。

ー ー ー ○ ○ ○ 車両通勤から電車・バス・自転車・徒歩通勤に変更した
社員に社内ポイントを付与する。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○
2020年10月よりテレワーク制度を定めている。
但し、新型コロナウイルス感染症対策により2020年4月9日より先行実施し
ている。

ー ー ー ○ ○ ○

①年１回、交通安全講習会時に安全運転管理者(エコドライブア
ドバイザー講習修了者)がエコドライブの推進をしている。
②エコドライブキャンペーン活動に参加して成果を出した社員に
社内ポイントを付与する。
③構内及び駐車場にアイドリングストップの看板を掲示してい
る。

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 通勤用車両として「九都県市指定低公害車」を利用している社員に
社内ポイントを付与する。

ー ー ー ○ ○ ○ 2022年2月16日よりフレックス勤務制度を導入している。 ー ー ー ー ー ー

　株式会社フコク ゴム製品製造業 ー ー ー ○ ○ ○ 守衛所、待合所に最寄り駅への送迎バス発車時刻の
表示

○ ○ ○ 最寄り駅への送迎バス運行 ー ー ー ○ ○ ○ 任意保険義務化及びヘルメット着用義務化を通達 ○ ○ ○ 屋根付きのスタンド付き駐輪所を常設 ○ ○ ○ 空気入れの常設 ○ ○ ○ 自転車通勤者への交通費支給 ○ ○ ○ 短距離での交通費支給を制限し、自転車等への変更を
促す

ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ テレワークの週2許可及びリモート会議標準化を実施 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ フレックスタイム制実施 ○ ○ ○
フレックスタイム実施者への通勤対応の為、送
迎バスの運行便数を増やし、自家用車での通勤
を抑制

ー ー ー

　三井精機工業株式会社　 業務用機械器具製造業 ○ ○ ○ 公共交通機関・自転車の利用促進と全従業員に対するエコド
ライブ励行の実施

○ ○ ○ 社内HPへ路線バスの時刻表を掲示している。 ○ ○ ○ 最寄り駅と当事業所を往復する送迎バス
を運行している。

ー ー ー ○ ○ ○ 交通安全講習会（年２回）の中で自転車の安全利用を促し
ている。

○ ○ ○ 定期的に駐輪場を巡回し、維持・管理を行っている。 ー ー ー ○ ○ ○ ２km以上の自転車通勤を行っている従業員に対し、自転
車の維持費として月５００円を支払っている。

○ ○ ○ 許可基準として、自宅から当事業所まで２km圏内の従業
員に対しては、原則として車通勤を禁止としている。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ○ ○ ○ 社内日報にエコドライブの促進を図る記事を適時掲載してい
る。

ー ー ー ○ ○ ○ 定期的に構内に自動車販売会社を招き、最新の低
燃費車の展示を実施している。

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

　三菱電機ホーム機器株式会社 電気機械器具製造業 〇 〇 〇 会社から2㎞圏内の自家用自動車通勤は原則禁止 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 〇 〇 〇 自転車安全利用五則による自転車運転マナーの啓発、
埼玉県自転車保険義務化周知、ヘルメット着用啓発

〇 〇 〇 50台の自転車駐輪が可能 ー ー ー ー ー ー ー ー ー 〇 〇 〇 会社駐車場利用従業員は全員有料 ー ー ー ○ ○ ○ 可能な限りテレワーク、リモート会議で対応中、関係者会社間では原則リ
モートで会議を実施

ー ー ー 〇 〇 〇 社内にエコドライブ啓発掲示物を設置 ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

6従業員の通勤車両に関する低燃費車利用促進 8その他の必要な取組

5-(1)エコドライブの啓発

7時差通勤の実施

1マイカー通勤に係る重点目標の設定 2-(1)公共交通機関利用促進のための情報提供 2-(2)送迎バス等の運行 2-(3)公共交通機関利用者への優遇策 3-(1)自転車の安全利用の促進 3-(2)利用しやすい駐輪場の設置・維持管理 3-(3)駐輪場以外の自転車通勤者向け設備の設置・維持管理 3-(4)自転車通勤者への優遇策

1マイカー通勤に係る重点目標の設定 2公共交通機関への転換の推進 3物流拠点の活用による輸配送の効率化 4その他マイカー通勤を削減するための取組 5エコドライブの推進

4-(1)自家用自動車の通勤手当及び許可基準等通勤制度の見直し 4-(2)従業員用駐車場の有料化又は駐車場台数の削減 4-(3)ノーマイカーデーの実施 4-(4)テレワーク、リモート会議の導入 4-(5)マイカー通勤削減のための啓発活動の実施 8その他の必要な取組 二つ目5-(2)エコドライブ研修の実施 6-(1)低燃費車の購入支援等 6-(2)低燃費車利用者への優遇策 6-(3)従業員用充電設備の設置 7時差通勤の実施 8その他の必要な取組


